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令和７年第８回 邑南町議会定例会（第２日目）会議録

１．招集年月日 令和７年１２月２日（令和７年11月26日告示）

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 令和７年１２月８日（月） 午前９時30分

散会 午前10時14分

４．応招議員

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １２名

７．欠席議員 なし

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 井上 義博 事務局調整監 田中 利明

10．町長提出議案の題目 別紙のとおり

11．会議録署名議員の氏名

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 石國佳壽子 ２番 奈須 正宜 ３番 鍵本 亜紀 ４番 野田 佳文

５番 日高八重美 ６番 瀧田 均 ７番 平野 一成 ８番 宮田 博

９番 中村 昌史 １０番 辰田 直久 １１番 山中 康樹 １２番 漆谷 光夫
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１番 石國佳壽子 ２番 奈須 正宜 ３番 鍵本 亜紀 ４番 野田 佳文

５番 日高八重美 ６番 瀧田 均 ７番 平野 一成 ８番 宮田 博

９番 中村 昌史 １０番 辰田 直久 １１番 山中 康樹 １２番 漆谷 光夫

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

議席 氏 名 議席 氏 名

１番 石國 佳壽子 ２番 奈須 正宜

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 大屋 光宏 副 町 長 白須 寿 総務課長 高瀬 満晃

資産経営課長 沖野 弘輝 情報みらい創造課 植田 啓司 地域みらい課長 田村 哲

財務課長 森田 政徳 町民課長 秋田 敏子 医療福祉政策課長 坂本 晶子

産業支援課長 小笠原誠治 建設課長 小笠原 清 保健課長 岩井 和也

羽須美支所長 峡戸真理恵 瑞穂支所長 三浦雄一郎

教 育 長 大橋 覚 学びのまち総務課長 原 拓矢 学びのまち推進課長 田村 成生

水道課長 三浦 康孝 監査委員 迫田 悦三
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令和７年第８回邑南町議会定例会議事日程（第２号）

令和７年12月８日（月）午前９時30分開議

開議宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 議案第 90号 邑南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例等の一部改正

日程第３ 議案第 91号 邑南町自治会館、多目的集会所及び農村公園条例の一部改正

日程第４ 議案第 92号 邑南町教職員住宅管理条例の一部改正

日程第５ 議案第 93号 邑南町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部改正

日程第６ 議案第 94号 邑南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部改正

日程第７ 議案第 95号 邑南町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定

日程第８ 議案第 96号 工事請負契約の変更契約の締結

（高原小学校改修（２期））

日程第９ 議案第 97号 令和７年度邑南町一般会計

補正予算第８号

日程第10 議案第 98号 令和７年度邑南町国民健康保険事業特別会計

補正予算第４号

日程第11 議案第 99号 令和７年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計

補正予算第４号

日程第12 議案第100号 令和７年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算第２号



- 3 -

日程第13 議案第101号 令和７年度邑南町電気通信事業特別会計

補正予算第２号

日程第14 議案第102号 令和７年度邑南町水道事業会計

補正予算第３号
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令和７年第８回 邑南町議会定例会（第２日目） 会議録

【令和７年１２月８日（月）】

―― 午前９時３０分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開議宣告 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） おはようございます。

（ 「おはようございます」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あ

らかじめお手元に配布したとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。１番石

國議員。２番奈須議員。お願いいたします。これより質疑に入ります。あらかじめお

願い申し上げておきます。質疑につきましては、議案に対して疑問や不明快なことを

明らかにするために、質すことでございます。なお、質疑事項が複数あればあらかじ

め質疑事項を全て示し、１事項につき３回以内で質疑をお願いいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ 議案第９０号

邑南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部改正 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第２、議案第９０号邑南町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正を議題といたします。質疑はありま

せんか。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。
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●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八恵美） 質疑は、項目としては２点です。一つは、現行の改正

後の文章の中に、地域限定保育士という言葉という資格があちこちで出てくるんです

けども、今のこの保育士さんとの違いは何なのかということ。それから今邑南町内に

はこういった限定保育士さんがいらっしゃるのかどうかお伺いします。

〇坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、坂本医療福祉政策課長。

〇坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 地域限定保育士のことについてお尋ねをい

ただきました。この地域限定保育士という制度は、平成２７年に国家戦略特別区域法

に基づく特例措置として、地域限定で保育士と同様に業務を行うことを可能とすると

いう制度ができております。今回の児童福祉法改正の中で、これが正式に法的に認定

をされたというものでございます。それに伴ってそれぞれの施設に応じて設置基準の

中に、この地域限定保育士というのを入れて条例を改正をしております。地域限定保

育士さんが現在いらっしゃるかというところのお尋ねですけれども、これについては

今回児童福祉法は改正され、この地域限定保育士を設置するには県が内閣総理大臣に

申請をし認可を受けた者が実施するということです。その制度上現在島根県において

は、地域限定保育士という制度を取り入れておりません。したがって現在邑南町の中

ではこの資格を有する保育士はいらっしゃいません。

●漆谷議長（漆谷光夫） ほかに何かありますでしょうか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようでございますので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３ 議案第９１号

邑南町自治会館、多目的集会所及び農村公園条例の

一部改正 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第３、議案第９１号邑南町自治会館、多目的集会所
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及び農村公園条例の一部改正を議題といたします。質疑はありませんか。

●山中議員（山中康樹） 議長、１１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １１番、山中議員。

●山中議員（山中康樹） 議案第９１号の農村公園等の用途廃止の一部改正につい

てですが、これは瑞穂地域にある出羽農村公園と下対農村公園の用途廃止とする議案

です。用途廃止するということは今後町が管理をしなくてよいということですが、こ

の２か所の用途廃止をする理由と廃止後の町との関わりについて、産業建設常任委員

会で先般説明もございましたが確認のため答弁をお願いします。

〇田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、田村地域みらい課長。

〇田村地域みらい課長（田村哲） 今回用途廃止する農村公園につきましては、地

元との協議の結果、必要がないと言われたところでありまして、それについて用途廃

止するということでございます。町との関係ですけども、私有地でありますので今回

は構造物等を撤去しました後、所有者のほうにお返しするということでございます。

町との関係はそこでなくなるということでございます。

●山中議員（山中康樹） 議長、１１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １１番、山中議員。

●山中議員（山中康樹） 今度は私有地になるということですが、出羽農村公園、

高いとこへある分ですが、今までと違うところは今度は町の管理でなくなるというこ

と。そこで利用される。あそこに行かれた。いろんなことでけがをされたときには、

関係ないということは、町の責任はないという見方でいいんですか。

〇田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、田村地域みらい課長。
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〇田村地域みらい課長（田村哲） 先ほど申し上げましたとおり私有地になります

ので、町との関係はなくなるということです。そこで発生した事故等の一切に関しま

しては、所有者さんの責任になると考えております。

●山中議員（山中康樹） 議長、１１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １１番、山中議員。

●山中議員（山中康樹） ということは、そこを使われる方は、地主さんと言われ

ました。主にその地域の人が今まで利用されていたと思いますが、それに対してどの

ような知らせ方をされるのか。いうのはそこは私有地になったということが分からな

い人が使った場合に、よそから来た人がけがをされたときには、それは地主さんがそ

の補償をしていくのかというようなことの知らせ方は、どのようにされるのですかい

うのが三回目だった。ということで、要するに私有地になったということを一般の皆

さんにどのような方法で周知をされるのか。私はしとかないけんと思います。そうい

うことの考え方を聞きたいと思います。

〇田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、田村地域みらい課長。

〇田村地域みらい課長（田村哲） これまでの使い方として、あまり地域外の方が

使われてるっていうのはないのかなと思ってまして、これについては対象地区内の自

治会なり集落なり、そういったところで周知を図れるものと思います。特段、町とし

て周知をするということは考えておりません。こういった議会の場でこういったこと

をしますので、それが周知の一つかなと思います。今回初めてではございません。こ

れまでも市木・高見のほうは既に廃止をしておりまして、それぞれ令和２年、令和４

年に廃止しております。その後、何かこういった不都合な点があったということもあ

りませんので、そういった地域内での周知の方法で伝わるものだと考えております。

●山中議員（山中康樹） 議長、１１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １１番、山中議員。
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●山中議員（山中康樹） 私は、３回目に町として部外者に禁止とかここの中で事

故あるときには責任を持ちませんとかというものをつくるべきだというのを質問しま

した。今、課長の答弁は今まで高見も他のところでもなかったので、役場としてはこ

れは周知はしないととったわけですが、私は、どこで何があっても知らない人はそこ

で何かあったときには、これは農村公園だったんじゃないんか、だったらその管理が

悪いじゃないか、それは役場を補償しなさいよというようにならないために、看板を

あげときなさいという意味なんです。それを今課長は、よその例でなかったのでそう

いう方策はとらないと。あとは自治会または地元のほうで周知をしてくださいと言わ

れましたが、そこはどうされるんですかということです。

●漆谷議長（漆谷光夫） 暫時休憩といたします。

―― 午前 ９時４１分 休憩 ――

―― 午前 ９時４３分 再開 ――

●漆谷議長（漆谷光夫） 再開いたします。

〇白須副町長（白須寿） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、白須副町長。

〇白須副町長（白須寿） 農村公園を廃止した後の取扱いでございます。今回農村

公園条例からこの二つの場所については廃止をいたします。同時に遊具等は全て撤去

して更地の状態で所有者のほうにお返しするという形になります。したがって、その

後に看板において事故があった場合の責任等の所在について、町のほうから周知をす

るということは考えておりません。

●漆谷議長（漆谷光夫） ほかに何かありますでしょうか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようでございますので、質疑はこれで終わります。
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～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４ 議案第９２号

邑南町教職員住宅管理条例の一部改正 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第４、議案第９２号邑南町教職員住宅管理条例の一

部改正を議題といたします。

質疑はありませんか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫）

無いようですので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第５ 議案第９３号

邑南町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部改正 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第５、議案第９３号邑南町個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部改正を議題といたします。質疑はありませんか。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八恵美）

個人番号利用の条例の一部改正ということですけど、私自身がこれを読んでも理解が

しにくいんです。具体的にはどういうことなのかっていうことで示していただけれ

ば、分かりやすいんですが、お願いできませんか。

〇高瀬総務課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、高瀬総務課長。

〇高瀬総務課長（高瀬満晃） 質問ありがとうございます。議案の詳細説明でも少
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しさせていただきましたが、この度システムの標準化に伴いまして、住登外者宛名番

号管理機能というのが新たに追加されました。この住登外者という言葉なんですが、

他自治体で住民登録をされている方が邑南町で行政サービスを受ける場合、これまで

のシステムではそれぞれ別々の個人番号が振られてましたが、システム標準化に伴い

まして一個人の方の特定番号が共通で使えるようになります。例えば、他自治体に住

民票があり、邑南町で不動産を所有していて固定資産税が課税されるとか、町内の施

設に入所されるとき、他自治体に住んでおられてシステム登録される場合、今まで個

別番号が振られてましたが、今後統一化されるということです。一個人に対して同一

番号が振られますので、情報管理が一元管理できるということもあります。業務の省

略化が図られるということです。以上です。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八恵美） 今まで業務でそれぞれの番号が付けられてたものが、

一元管理にすることによって業務が効率化されるという理解でよろしいですか。

〇高瀬総務課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、高瀬総務課長。

〇高瀬総務課長（高瀬満晃） そういうことです。

●漆谷議長（漆谷光夫） そのほかにありませんか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第６ 議案第９４号

邑南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部改正 ）
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●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第６、議案第９４号邑南町特別職の職員で常勤のも

のの給与及び旅費に関する条例の一部改正を議題といたします。質疑はありません

か。

●山中議員（山中康樹） 議長、１１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １１番、山中議員。

●山中議員（山中康樹） この条例につきましては、町長・副町長の特別職減給に

関わる条例改正だと思います。この議案は、私この度の一般質問で通告をしておりま

すが、水道水の濁り水放置と職員の不祥事に関わる懲戒処分を出された後に、町長・

副町長の減給に関わる条例改正案が出てまいりました。当初任命権者であります町長

は、副町長に対してけん責処分、これは管理監督責任の処分を下しております。ま

た、これにつきましては懲罰委員会で決定されたことですので、新たに副町長に減給

を課すと二重処分になるんではないか。それが労働基準法の違法になるのではないで

しょうかという見解でおります。この二重処分は道理的に問題があると思いますが、

これについて答弁を求めます。

〇白須副町長（白須寿） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、白須副町長。

〇白須副町長（白須寿） 今回の条例改正の前提には、山中議員さんが言われたよ

うに、団地の水道水の対応において不適切な部分があったということで、懲戒等の処

分に関係するものでございます。副町長は、けん責処分ということで受けております

が、これは非違行為があった場合地方公務員法並びに邑南町の場合は懲戒の手続に関

する条例がありますので、それに基づいて非違行為について職員の処分を行ったもの

でございます。一方で今回の減給でございますが、これも同じようにいろいろなルー

ルに基づいて審議会などを開いて手続を行って、今回条例案を提出させていただいた

ものです。基本的には、基になるのが町長・副町長の意思でございます。こういった

事態になったことの責任を町長・副町長として、こういう形で責任を取りたいという

ことで意思に基づいて、その後必要な手続を踏んで今回条例改正をしたものでござい

ます。労働基準法のお話もありましたが、地方公務員法それから邑南町の条例等に基

づいて手続を行っておりますので、問題ないと理解しております。
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●山中議員（山中康樹） 議長、１１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １１番、山中議員。

●山中議員（山中康樹） 見解としては、違法性でなしにということですね。私は

どっちか分からない。一般に考えたら二つ処分をするのはおかしいんじゃないかなと

いうことを思いました。しかしながら、それは違法性はないという答弁でございまし

た。どっちか分からない、違法性があるかないかというようなことに対して、行政と

しては、これは町内の企業、要するにそれと同じことになるんではないかと。町内の

企業でも労働基準法によりますと、従業員さんに何かの罰を与えた場合には、それと

同じことに対することで二つ目の罰は与えられない。これは完全に違法になりますと

いうのは分かっとったんです。それが企業で言えば、役員さんの場合は、要するに両

方とも町長・副町長・教育長も３役です。特別職という身分なので、これは違法性は

ないということ。会社で言いますと社長と役員さん。これに対しては二回罰を与えて

もいいという結果にならないかと。今の言い方にすると、役員さんには会社でいうと

１回やって、その後もう１回・２回目役員さんにはしてもいいが、従業員さんには違

法ですよというようなとり方になる。私の言いたいのは、町内企業の見本にならない

といけない。行政が二重処分を良しとしたということになると、今後これが前例にな

り町内企業で社長が役員に対して、二重処分をしても良い悪い前例を生むんではない

かと思いました。それで、町長の減給につきましてはいいとしながら、私は副町長の

減給に対しては、議案の一部を取下げてやるべきではないかと。この前例が法律的に

はよくても、同じように民間会社で社長が役員さんに対しては二回厳罰をしてもいい

ですよ、その代わり労働者は厳罰は駄目ですよと法的になっているので、ちょっと分

かりにくいようなことだったら、この度は町長だけの減給、副町長の場合はそれを取

り下げるというようなことが考えられないか、それに対する答弁をお願いします。

〇大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、大屋町長。

〇大屋町長（大屋光宏） 若干民間とここの立場の違いがあって、民間は社長が役

員に対して処分が出せて減給ができるかもしれませんが、役場は３役に私から減給処

分を下すことはできません。全て条例で認めていただくという中で、任命なり議会の
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同意が必要な流れから考えると、今回は、町長は町長の意思としての減給を皆さんに

お願いをする。処分として立場の反省として。副町長は副町長の立場で減給というこ

とで、本人の意思で処罰を自分でこれが適切じゃないかということを皆さんに示して

同意を得るってこと。二重の処分であるとか、これが民間ができるかどうかっていう

とは全く別の話だと思っております。私が副町長に対して、今回処分をして減給する

のではないというとこは理解いただきたいと思います。

●山中議員（山中康樹） 議長、１１番。

●漆谷議長（漆谷光夫） １１番、山中議員。

●山中議員（山中康樹） 町長の答弁を聞きますと、この度の減給に対しては町長

から副町長にあんたも一緒にやれやとか、３役となりますと教育長もおりますがそう

いう意味でなしに、これは副町長が自らその減給を望んだという取り方で理解したわ

けです。私は一般の人が見たときに、はじめに言ったように、町長がトップにおって

一回目の分、二回目は自らというのが分かりにくいんじゃないかという意味で、この

度言いようるわけです。分かりにくいことをやる必要があるんかと。町長減給のぶん

はこれはオーケーです。副町長がということは、この度は副町長が自らこれを下げて

くれと、もう上がっとるんでということはない限りはこのまま最終日に討論採決とい

うように持っていかれるのか。そこの一般論言うたときにどうかなということです。

もう答弁は結構ですので、今の副町長の思いが今度はどがになるかということだと思

います。答弁ありゃもらいます。

〇大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、大屋町長。

〇大屋町長（大屋光宏） どのように捕らわれるかはあるかもしれませんが、制度

として町長が３役を処分する制度はない。議案として出してそれを見ていただくしか

ない。分かりにくさとかあればそれは制度上の問題であって、制度にのっとってそれ

ぞれの意思で組織としての問題をどのように責任をとるかっていうこと。３役も自ら

の責任をとる方法としてこの方法しかないということ。町民の方が見てどう思うかっ

ていうのは、制度上の問題であるので、皆さんのほうで何らかの制度上の問題を指摘

していただくしかないのかなと思います。
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●漆谷議長（漆谷光夫） ほかにありますでしょうか。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八恵美） 期末手当の率のことなんですけど、これは減給とは関

係ないことだと理解してます。１００分の１６０から１００分の１９６．２５に改め

るというところの根拠です。説明のときには、職員さんと逆転をするとか説明があっ

たと思うんです。その辺り少し詳しく教えていただけませんか。

〇高瀬総務課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、高瀬総務課長。

〇高瀬総務課長（高瀬満晃） 議案の詳細説明で教育長との逆転現象のことを少し

お話をさせてもらいました。これまで期末手当支給率は改正されてませんでした。昨

今の人事院勧告でプラス改定がされていく中、これまでは課長職と３役については開

きがあったんですがだんだんと縮まってきまして、平成３１年、令和元年のところ

で、課長職と教育長職で賞与の逆転現象が起きております。令和２年・３年のところ

では改定なし。支給率も引下げがあったりしたんですがそれでも差はそのまま縮まる

こともなく、令和４年以降についてはプラス改定がされてきましたので、課長職と教

育長職での逆転現象の幅が大きくなったところです。このまま人事勧告がプラス改定

されていくということになりますと、その差はますます広がっていきますので、長年

見直しもされてなかった状態のものを一旦整理させてもらいたいということで、今回

期末手当の支給率についてプラス改定のほうさしてもらったところです。それから賞

与ばかりでなく給与についても、かなり教育長職のほうに追いついていくような状況

にもなりましたので、まずは期末手当の支給率から改定をさせてもらえばということ

で、この度条例改定を出させてもらっております。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。
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●日高議員（日高八恵美） 逆転をしないようにそろえるための率がこの率という

形になるいうことですか。失礼な言い方になりますが、逆転したまま、このままいく

というのはできないことなんですか。

〇高瀬総務課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、高瀬総務課長。

〇高瀬総務課長（高瀬満晃） 職責に応じた手当というのは必要かと考えます。特

別職審議会開催し最終的な答申をいただいて、今回のプラス改定の支給率のプラス改

定のほうを出させてもらっておりますので、妥当という判断をいただいたと思ってお

ります。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八恵美） ３回目ですけど、今回一旦並んだとしても今から人事

院勧告とか職員さんの給与は上がっていく中で、特別職がそのままだと逆転現象が起

こりうるということですが、そのときどう対応されるのかお願いします。

〇大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、大屋町長。

〇大屋町長（大屋光宏） 以前から、議員報酬を変える立場の議会のときからもず

っと思ってましたが、邑南町議会においても町長含めた３役の特別職についても、合

併以来基本給に対して何ら改定してこなかった。ここ１０年ぐらい期末手当について

も、職員は人事院勧告に合わせて少しずつは変えてきてたけど、どっかの時点から一

切さわらなくなってきた。物価高騰等のこと。３役の職責。職員給料とのバランス等

を考えたときに、町長は選挙等自らでっていうとこありますが、副町長・教育長って

いうのは、どういう人材を選んでくるか。お願いするのか。職員の方からということ

もありますし、自治体は県からというとこもあります。そういうことを考えたとき
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に、職員と逆転するような状態で職員の方から選べるかとか、県から来ていただける

か。ましてや定年延長が６５歳までになるときに、今後の人材確保を考えればしっか

りした報酬体系にしなきゃいけない。一方で、島根県であるとか松江市も今回出され

てきましたが、人事院勧告に基づいて報酬審議会、その３役等の特別職の報酬・議員

さんを含めて改定をされる自治体と、県内の町村はなかなかその動きがなくて、邑南

町だけが本体の月額報酬を変えれる状態になるかっていうとちょっと難しい。隣の鳥

取県は議員さん含めて人事院勧告に合わせて改定されているので、かなり高くなって

きてる。それぞれ事情を勘案したときに、まず今回最低限のということで期末手当を

少し変えさせていただくことによって、バランスをとらさせていただきたいというこ

とです。今後はって聞かれましたが背景を考えると、どこかできちっと見直してい

く、上がるときに上がる、人事院勧告に基づいて下がるときは下がるを含めて、バラ

ンスのとれる報酬体系は考えていかなきゃいけないと思ってます。逆転されたときは

どうされるかという質問ですが、そうならないように少しまた議員の皆さんとも相談

させていただければと思います。

●漆谷議長（漆谷光夫） そのほかにありませんか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第７ 議案第９５号

邑南町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第７、議案第９５号邑南町乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定を議題といたします。質疑はありません

か。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八恵美） この条例は、よく報道とかでもされてるこども誰でも
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通園制度という制度だと思うんですけど、これを利用できる保育所っていうのは町内

では限られているのか。全保育所が対象になってるのか教えてください。

〇坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、坂本医療福祉政策課長。

〇坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） ４月から実施ということで現在各法人と協

議中でございますけれども、各法人において１か所程度と現在協議をしているところ

です。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八恵美） 私もちょっと認識不足なんですけど、一時預かり保育

というのとは違う性質のものなんですか。

〇坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、坂本医療福祉政策課長。

〇坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 現在邑南町でも一時預かりを実施しており

ます。この一時預かり事業というのは、保護者の都合で保育所を一時的に利用するも

の。例えば、受診が必要なので、御家族の冠婚葬祭でとか子どもさんの保育ができな

い場合に一時的に預かる事業。こども誰でも通園制度事業というのは、子どもの育ち

や成長の観点から、保護者さんが勤めている勤めてないにかかわらず、御家庭にいら

っしゃる間に保護者の御希望で保育所を利用されるという事業で、少し区別をしてい

るものです。

●日高議員（日高八恵美） 議長、５番。

●漆谷議長（漆谷光夫） ５番、日高議員。
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●日高議員（日高八恵美） 制度を使うときには、例えば、今から１か所園を指定

されるということだったんですけど、対象の子どもさんが町外に住民票があるとかな

いとか。町外からも利用できるのかとか。そういう要綱、そういうのはこれからなん

でしょうか。それとももう決まったものがあるんでしょうか。

〇坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●漆谷議長（漆谷光夫） 番外、坂本医療福祉政策課長。

〇坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 先ほどの一つ前の質問の少し確認ですけれ

ども、今協議中なのは町内に１か所ではなくて、各法人に１か所で協議をしていると

ころです。この度御質問をいただいた申請ですけれども、これは保護者が自分の市町

村へ申請をします。町が認定をした後、保護者さんが御希望になられる保育所へ御相

談をいただいて調整をされるというものです。町内、里帰り。そういうところを全て

対応している事業になります。

●漆谷議長（漆谷光夫） ほかにありませんか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようでございますので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第８ 議案第９６号

工事請負契約の変更契約の締結

（ 高原小学校改修（２期）） ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第８、議案第９６号工事請負契約の変更契約の締結

を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので、質疑はこれで終わります。引き続き

行います補正予算の質疑に関しましては、あらかじめページ数を示して行っていただ

きますようお願いいたします。
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～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第９ 議案第９７号

令和７年度邑南町一般会計補正予算第８号 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第９、議案第９７号令和７年度邑南町一般会計補正

予算第８号を議題といたします。質疑はありませんか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１０ 議案第９８号

令和７年度邑南町国民健康保険事業特別会計

補正予算第４号 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第１０、議案第９８号令和７年度邑南町国民健康保

険事業特別会計補正予算第４号を議題といたします。質疑はありませんか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１１ 議案第９９号

令和７年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計

補正予算第４号 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第１１、議案第９９号令和７年度邑南町国民健康保

険直営診療所事業特別会計補正予算第４号を議題といたします。質疑はありません

か。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～
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（ 日程第１２ 議案第１００号

令和７年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算第２号 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第１２、議案第１００号令和７年度邑南町後期高齢

者医療事業特別会計補正予算第２号を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１３ 議案第１０１号

令和７年邑南町電気通信事業特別会計補正予算第２号 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第１３、議案第１０１号令和７年邑南町電気通信事

業特別会計補正予算第２号を議題といたします。質疑はありませんか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１４ 議案第１０２号

令和７年度邑南町水道事業会計補正予算第３号 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 日程第１４、議案第１０２号令和７年度邑南町水道事業

会計補正予算第３号を議題といたします。質疑はありませんか。

（ 「ありません」の声あり ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 無いようですので、質疑はこれで終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●漆谷議長（漆谷光夫） 以上で、本日の日程は全て議了いたしました。本日はこ
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れにて散会といたします。お疲れ様でした。

―― 午前 １０時 １４分 散会 ――


